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３．２ 設備機器一覧 
 
Ⅰ．新素材試作システム 

本体部 1 式レーザー回折式粒度分布測定装置 
計測部 1 式
陶芸窯 1 式
電気炉 1 式焼成炉 
純水装置 1 式
カスタム IC 製造システム 3 式
ロジックアナライザ 3 式
ロジック信号発生器 3 式
波形エディタ 1 式

機能素子製造システム 

波形テストソフト 1 式
 
Ⅱ．新素材評価システム 

Ｘ線発生装置部 1 式
全自動縦型広角ゴニオメータ部 2 式
検出部・計数回路部 2 式
全自動カウンタモノクロメータ 2 式
粉末測定アタッチメント 1 式
高精度型回転振動試料台 1 式
残留応力測定アタッチメント 1 式
制御用コンピュータ 1 式

Ｘ線回折装置 

送水装置 1 式
金属顕微鏡 1 式
デイジタルマイクロスコープ 1 式
赤外放射温度計 1 式
微弱光計測装置 1 式

光学的分析装置 

FFT アナライザ 1 式
吸収能評価用セル 1 式

電波吸収体吸収能測定セル 
吸収能評価器具 1 式

He-Cd レーザー  1 式
温湿度記録計 20 式
携帯型風速・温湿度計 1 式
炭酸ガス測定器 1 式
粉じん計 1 式
精密騒音計 1 式

住環境測定装置 

小型データロガー 1 式
パーソナルイオンアナライザ  1 式

 
Ⅲ．データ分析システム 
情報管理サーバー  1 式
データ分析端末  3 式
地域技術者講習用端末  25 式
A3 プリンタ  1 式
カラープリンタ  1 式
ポスター作成用プリンタ  1 式
液晶プロジェクタ  1 式
ネットワーク装置  1 式

 
Ⅳ．その他 
モデリングマシン  1 式 
プリント基盤加工機  1 台 
教育用レゴマインドストーム NXT基本ｾｯﾄ  23 ｾｯﾄ 
３次元モデル製作器（切削型）  1 式 
    〃    （積層型）  1 式 
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４ 各種規則等 

 

４．１ 石川工業高等専門学校地域等交流推進委員会規則 

 

 （設置） 

第１条 石川工業高等専門学校トライアル研究センターの円滑な運営を図り、地域産業界

等との共同研究、技術協力等の連携、交流及び社会人のリフレッシュ教育を推進するた

め、石川工業高等専門学校地域等交流推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （組織） 

第２条 委員会は、次の教職員を委員として組織する。 

 (1) 研究主事 

(2) トライアル研究センター長 

 (3) トライアル研究センター次長 

 (4) トライアル研究センター員  

 (5) 事務部長 

 (6) 総務課長及び学生課長 

 (7) 技術長 

 (8) その他校長が必要と認めた者 

 

 （委員長等） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、前条第１項第１号の委員をもってこれに充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

４ 副委員長は、前条第 1 項第２号の委員をもってこれに充てる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

６ 委員長は、必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

 

 （審議事項） 

第４条 委員会は、次の事項を審議する。 

 (1) トライアル研究センターの管理運営に関すること。 

 (2) 地域産業等からの技術相談等の連絡調整に関すること。 

 (3) 地域産業等との交流の推進に関すること。 

 (4) 学内共同教育研究の連絡調整に関すること。 

 (5) 公開講座に関すること。 
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 (6) その他校長が必要と認めること。 

 

 （事務） 

第５条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 第２条第３号の委員は、トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）員をもっ

て充てる。 

３ 石川工業高等専門学校リフレッシュ教育運営委員会規則（石川工業高等専門学校規則

第 326 号）及び石川工業高等専門学校トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）

運営委員会規則（石川工業高等専門学校規則第 398 号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年５月１７日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 
 

４．２ 石川工業高等専門学校トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）共同

研究室及び実験室利用細則 
 
 （目的） 
第１条 この細則は、石川工業高等専門学校トライアル研究センター（地域共同テクノセ

ンター）（以下「センター」という。）の一部を共同研究を行うための室（以下「共同研

究室」という。）として利用する場合又はセンターの大型の分析・計測器等機器及び当該

機器が設置されている実験室（以下「実験室」という。）を利用する場合の取扱いに関し、

別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 
 （利用の原則） 
第２条 共同研究室及び実験室の利用は、教育、研究その他本校の運営上必要と認められ

る者に限る。 
 （利用資格） 
第３条 共同研究室又は実験室を利用することができる者は、次のとおりとする。 
 (1) 学内共同研究を行う場合で研究遂行上必要と認められる者 
 (2) 地域産業界等との共同研究、受託研究等を行う場合で研究遂行上必要と認められる
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者 
 (3) その他トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）長（以下「センター長」

という。）が特に必要と認めた者 
 （利用期間） 
第４条 共同研究室及び実験室の利用期間は、センター長が定める期間内とする。 
 （利用の手引き） 
第５条 共同研究室を利用しようとする者は、別記様式のトライアル研究センター（地域

共同テクノセンター）共同研究室・実験室利用許可願（以下「許可願」という。）に別に

定める関係資料を添付して利用しようとする年度の前年度の１月末日までにセンター長

に提出し許可を受けなければならない。 
２ センター長は、前項の利用申請があったときは、トライアル研究センター（地域共同

テクノセンター）運営委員会（以下「委員会」という。）に諮り許可するものとする。 
３ 第１項に定められた日の翌日以降に許可願を提出した場合にあっては、共同研究室に

空室がある場合に限り、その利用を許可することがある。 
第６条 実験室を利用しようとする者は、許可願によりあらかじめ利用の許可を受けなけ

ればならない。 
 （利用の手引き） 
第７条 共同研究室及び実験室の利用を許可された者（以下「利用者」という。）は、共同

研究室又は実験室を正常な状態で利用するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 
 (1) 許可を受けた利用目的以外の目的で共同研究室又は実験室を利用しないこと。 
 (2) 許可を受けた利用の場所及び期間を厳守すること。 
 (3) 施設及び設備を汚染し又は損傷しないこと。 
 (4) その他センター長の行うセンターの管理上の指示に従うこと。 
 （共同研究室に設置できる機器） 
第８条 共同研究室に設置できる機器は、原則として次に該当するものとする。 

(1) 施設の改修を行う必要のないもの 
(2) 特別の給電、給水設備等を必要としないもの 
(3) 移動が容易なもの 
（共同研究室の利用状況届出等） 

第９条 利用者は、共同研究室を利用する必要がなくなったときは、速やかに現状に回復

し、センター長に引き渡さなければならない。 
２ センター長は、必要に応じ利用者に対し共同研究室の利用に係る事項について報告を

求めることができる。 
 （損害賠償） 
第１０条 利用者が故意又は重大な過失により施設及び設備を汚染し又は損傷したときは、
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その損害に相当する費用を賠償しなければならない。 
 （承認の取消し） 
第１１条 センター長は、利用者がこの細則及び利用の条件に違反したとき又は共同研究

室の利用に当たって利用許可日から３週間を経過しても利用しないときは、必要な是正

措置を命じ又は利用の許可を取り消すことができる。 
 （事務） 
第１２条 共同研究室又は実験室の利用に関する事務は、総務課企画・地域連携係が行う。 
 （細目） 
第１３条 この細則に定めるもののほか、共同研究室又は実験室の利用に関し必要な細目

は、委員会の議を経て校長が別に定める。 
   附 則 
 この細則は、平成１２年２月８日から施行する。 
   附 則 
 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この細則は、平成１８年７月１２日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 
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４．３ トライアル研究センター共同研究室及び実験室利用許可願 
 
トライアル研究センター（地域共同テクノセンター） 
共同研究室及び実験室利用許可願 

 
 

平成  年  月  日

 
 
  トライアル研究センター 
  （地域共同テクノセンター）長     殿 
 
 
                    利用責任者 
                    所属・職名 
                    氏   名             印

 
 
 下記のとおりトライアル研究センター（地域共同テクノセンター）（共同研究室・実験

室）を利用したいので、許可願います。 
 

記 
 
 １ 利用目的（共同研究等又は利用しようとする機器の名称） 
 
 
 
 ２ 利用期間   平成  年  月  日から 
          平成  年  月  日まで 
 
 ３ 利用予定人員           人（名簿を添付すること。） 
 
 ４ 利用希望の共同研究室又は実験室の名称 
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４．４ 技術相談申込書 
平成  年  月  日 

技 術 相 談 申 込 書 
 

石川工業高等専門学校 
 トライアル研究センター（地域共同テクノセンター）長 殿 
 下記のとおり技術相談を申し込みます。 

企業等名  
役  職               氏 名              

住 所 〒 
ＴＥＬ （     ）       － 
ＦＡＸ （     ）       － 

申 
 
込 
 
者 連 絡 先 

Ｅメール  
相談分野・担当希望教員名（できれば記入してください。） 
 
 
 
 
 
相談内容（具体的に記入してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 記入しないでください。 
受付番号・番号 

平成  年  月  日 
平成  年度  第     号 

提 
 

出 
 

先 

石川工業高等専門学校 
トライアル研究センター（地域共同テクノセンター） 
〒929-0392  
石川県河北郡津幡町北中条タ１ 
TEL (076)－288－8080 
FAX (076)－288－8081 
http://www.ishikawa-nct.ac.jp 
Email itctrial@ishikawa-nct.ac.jp 

相談担当教員名 

 

 



 



トライアル
研究センター
地域共同テクノセンター

年報

石川工業高等専門学校

第６号


